
 

☆☆　臨時的任用職員の募集について　☆☆ 

  

１　募集人数　　１人(育休代替職員) 

 

２　雇用期間　　令和８年４月１日(水)から令和８年６月30日(火)まで 

　　　　　　　　なお、休業期間が短縮された場合には、任用（採用）時に決定し

　　　　　　　た期間が短縮されることがあります。 

 

３　勤務場所　　佐賀市高木瀬町大字東高木234-1　 佐賀北警察署　 刑事第一課    

 

４　勤務時間　　午前８時30分から午後５時15分まで（休憩時間正午～午後１時） 

                （月～金曜日勤務、祝日は除く） 

                
５　勤務内容　　刑事第一課業務（事務補助及びデータ入力等） 

　　　　　　　　 

６　給 与 等　　 月額　197,800円～260,100円 

　　　　　　　（経験年数等を考慮し決定します。また、佐賀県一般職員の給与改

定等により変更する場合があります。） 

　　　　　　　　各種手当（通勤、時間外勤務、期末・勤勉手当等）あり 

　　　　　　　　年金保険･･･厚生年金、健康保険･･･共済組合加入 

 

７　応募条件　　①　佐賀北警察署に通勤可能な方 

　　　　　　　  ②　基本的なパソコン操作（一太郎・エクセル等）ができる方 

　　　　　　　　③　佐賀県職員（行政職員）として雇用しますので、副業（アル

　　　　　　　　　バイト等）はできません。 

 

８　応募期間等　　令和８年３月12日(木)午後３時までに履歴書を下記問合せ先に

　持参又は送付（必着）してください（履歴書の返却はしません。） 

　　　　　　　　　なお、応募者多数の場合は、募集期間終了前に募集を終了する

　ことがあります。 

 

９　選考方法　　履歴書等を踏まえ面接試験を実施します。面接は、令和８年３月

　　　　　　　中旬の平日に佐賀北警察署において実施します。試験日時について

　　　　　　　は、応募後に電話連絡しますので、日中でも連絡可能な電話番号　

　　　　　　　を履歴書に記載してください。 

 

10　問合せ先　　849-8502　佐賀市高木瀬町大字東高木234-1 

　　　　　　　　佐賀北警察署　刑事第一課 

　　　　　　　　担当：刑事第一課長　仁部 

　　　　　　　　　         電話　0952-30-1911（内線330） 


